
～長生郡市で取り付けが義務付けられている場所～（長生郡市火災予防条例第 29条の 2） 

●寝室 ●寝室のある階の階段  ●４畳半以上の部屋が５つ以上ある階の廊下 

●台所（煙または熱） 

  

消防や市町村は、訪問販売をしません‼ 

特定業者に斡旋・販売はしません‼ 
  

◎「おかしいな？」と思ったら、 

お近くの消防署や、消費生活センターへ 

お気軽にご相談ください。 

＜茂原市消費生活センター＞ 

  ０４７５－２０－１１０１ 

 

全国での設置率→8３.１% 

千葉県全体の設置率→７８% 

 

長生郡市の設置率…６３％ 
 

※家族全員を守るため、大切な

家を守るため、住宅用火災警

報器を設置しましょう‼ 

 

 

はり 

→60cm以上離す 

 

エアコンの吹出口 

→1.5ｍ以上離す 

 

壁→60cm以上離す 

 

天井 

→15～50cm離す 

 


